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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）電磁照射を発生させるために多数の発光ダイオードを使用し、電磁照射の波長は
４２０ｎｍ～６５０ｎｍであり、かつ、電磁照射の強度は０．０５Ｗ／ｃｍ２～５Ｗ／ｃ
ｍ２、好ましくは０．１Ｗ／ｃｍ２～３Ｗ／ｃｍ２である、電磁照射を発生する装置を提
供する工程；
（ｂ）接着剤により内部の部品と接合された外部の部品を通して前記装置から電磁照射を
放射する工程、ここで電磁照射の時間は１０秒～６０秒である；
（ｃ）電磁照射し、電磁照射を吸収させることによって接着剤を加熱し、接着剤の温度を
約５０℃～約１００℃、好ましくは約５０℃～約８０℃に高める工程；および
（ｄ）電子アセンブリから部品を分離する工程
を含み、
　工程（ｃ）と（ｄ）との間において、１０～３０秒間、接着剤を冷却する工程（ｃ１）
、好ましくは２０℃～２５℃の温度において空気中で電子アセンブリを配置することによ
り行われる工程、をさらに含む、電子アセンブリから部品を分離する方法。
【請求項２】
　接着剤は光学的透明液体接着剤である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　内部の部品は、液晶ディスプレイ、有機発光ダイオードディスプレイ、プラズマディス
プレイ、発光ダイオードディスプレイ、電気泳動ディスプレイ、およびブラウン管ディス
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プレイから選択される、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　内部の部品の対角線は１インチ～３０インチ、好ましくは４インチ～１３インチである
、請求項１～３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかに記載の方法に用いる電磁照射発生装置を含む装置であって、
電磁照射を発生させるために多数の発光ダイオードを使用し、前記発光ダイオードが離れ
て、好ましくは互いに一定間隔で配置され、電磁照射の波長が４２０ｎｍ～６５０ｎｍで
あり、電磁照射源からの電磁照射の強度が約０．０５Ｗ／ｃｍ２～５Ｗ／ｃｍ２、好まし
くは０．１Ｗ／ｃｍ２～３Ｗ／ｃｍ２である、装置。
【請求項６】
　発光ダイオードが平面に配置されている、請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　少なくとも１つのさらなる第２の発光ダイオードが、第１の発光ダイオードの前記平面
に対して傾斜して配置される、請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　多数の第２の発光ダイオードを使用し、前記第２の発光ダイオードが平面上または直線
上に配置され、かつ、前記平面に対して傾斜して配置される、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　少なくとも１つの第３の発光ダイオードが用いられ、前記第３の発光ダイオードが前記
第２の発光ダイオードに対して反対側に配置され、かつ、第１の発光ダイオードの前記平
面に対して傾斜して配置される、請求項７または８に記載の装置。
【請求項１０】
　多数の第３の発光ダイオードを使用し、前記第３の発光ダイオードが平面上または直線
上に配置され、かつ、第１の発光ダイオードの前記平面に対して傾斜して配置される、請
求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　装置の発光ダイオードを囲む部分および／または装置の筺体部分は、電磁波を反射する
ために、少なくとも部分的に研磨金属、好ましくはアルミニウムから形成される、請求項
５～１０のいずれかに記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
技術分野
　本発明は、電子アセンブリから部品を分離する方法に関する。特に、本発明は、電磁照
射(EMR)を用いることによってディスプレイモジュールにおける液体の光学的透明接着剤(
LOCA)で接合された部品を分離する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
背景技術
　タッチおよびディスプレイモジュールは通常、液体光学的透明接着剤を用いて接合／積
層される。かかるモジュールは時に、欠陥または損傷した部品、例えばカバーガラスを交
換して修理する必要がある。かかる場合、タッチ/ディスプレイモジュール中の部品を取
り外され、そうしてモジュールは分離されるであろう。これは、企業が、カバーガラスが
損傷した場合にまだ適切に機能している価値の高く再利用可能な部品、例えばLCDまたはO
LEDのコストを省くことを促進する。
【０００３】
　それらを修理／分離する脱離方法の間に価値の高い部品の損傷を避けるため、現在、多
くの方法が開発され実践され、かかるモジュールを再加工している。最も一般的な方法の
一つは、(加熱)ワイヤカッティングである。一部の場合において、分離方法をより簡単に
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するために、タッチ/ディスプレイモジュール全体が加熱され冷却される。この方法の間
、ワイヤカッティングからの機械的損傷または部品の温度感受性による損傷が生じ得る。
【０００４】
　したがって、従来の分離／脱離方法への主な試みは、伝導加熱または対流加熱を避け、
ワイヤカッティングおよび／または価値の高い部品の曲げを避け、価値の高い未損傷の部
品を回収するために、非常に低い機械的負荷なしに、又はこれを伴ってディスプレイモジ
ュールを分離する方法である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　よって、本発明の目的は、これらの試みの少なくとも１つを克服できる新規な分離方法
を開発することである。これらの問題は、本発明の対象によって解決される。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明の要旨
　本発明の対象は、電子アセンブリから部品を分離する方法であって、
（ａ）電磁照射を発生する装置を提供する工程；
（ｂ）接着剤により内部の部品と接合された外部の部品を通して装置から電磁照射を放射
する工程；
（ｃ）電磁照射により接着剤を加熱し、接着剤の温度を約50℃～約100℃、好ましくは約5
0℃～約80℃に高める工程；および
（ｄ）電子アセンブリから部品を分離する工程
を含む、方法である。
【０００７】
　本発明の一実施態様においては、工程（ｃ）と（ｄ）との間において、約10～約30秒間
、接着剤を冷却する工程（ｃ１）、好ましくは約20℃～約25℃の温度において空気中で電
子アセンブリを配置することにより行われる工程（ｃ１）、をさらに含む。
【０００８】
　本発明の別の実施態様において、工程（ｃ）における接着剤は光学的透明液体接着剤で
ある。
【０００９】
　本発明のまた別の実施態様において、内部の部品は、液晶ディスプレイ、有機発光ダイ
オードディスプレイ、プラズマディスプレイ、発光ダイオードディスプレイ、電気泳動デ
ィスプレイ、およびブラウン管ディスプレイから選択される。
【００１０】
　本発明のまた別の実施態様において、電磁照射の波長は約200nm～約900nm、好ましくは
約420nm～約650nmである。
【００１１】
　本発明のまた別の実施態様において、電磁照射の強度は約0.05W/cm2～約5W/cm2、好ま
しくは約0.1W/cm2～約3W/cm2である。
【００１２】
　本発明のまた別の実施態様において、電磁照射の時間は、約1秒～約180秒、好ましくは
約10秒～約60秒である。
【００１３】
　本発明のまた別の実施態様において、内部の部品の対角線は約1インチ～約30インチ、
好ましくは約4インチ～約13インチである。
【００１４】
　本発明のまた別の実施態様において、電磁照射を発生する装置は、高強度連続発生シス
テム、エレクトロルミネセントランプ、白熱ランプ、メタルハライドランプ、LEDランプ
、高圧水銀ランプ、キセノンランプ、キセノン閃光ランプ、および発光ダイオードの配列
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から選択される。
【００１５】
　本発明の更なる対象は、電子アセンブリから部品を分離するための前記方法のために用
いられるデバイスであって、前記方法の間に、電子アセンブリにおける品を接着する接着
剤に吸収される電磁照射を発生する装置を含むデバイスである。上記および下記の本発明
の方法の説明で見られる、特に電磁照射を発生する装置のパラメーターは、ここに記載さ
れるデバイスの開示を完成すべきであり、そのため、この一式の情報に援用されると理解
すべきである。
【００１６】
　好ましい実施態様において、前記装置は、電磁照射の発生のために用いられる少なくと
も１つの発光ダイオードを含む。さらに、好ましくは平面に配置された多数の発光ダイオ
ードを用いることが有利であり、ここで、発光ダイオードは好ましくは互いに一定の間隔
で配置される。
【００１７】
　平面に配置された多数の発光ダイオード(第１の発光ダイオード)を用いる場合、第１の
発光ダイオードの前記平面に関して傾斜して配置された少なくとも１つの更なる発光ダイ
オード(第２の発光ダイオード)を用いることがさらに有利である。好ましい実施態様にお
いて、多数の第２の発光ダイオードが用いられ、ここでは、前記第２の発光ダイオードは
、平面に又は直線上に配置され、上述したように前記平面に関して傾斜して配置される。
好ましくは、少なくとも１つの更なる発光ダイオード（第３の発光ダイオード）は、前記
第２の発光ダイオードに対して反対側に配置され、また第１の発光ダイオードの前記平面
に関して傾斜して配置されて使用される。好ましい実施態様において、多数の第３の発光
ダイオードが使用され、ここでは、前記第３の発光ダイオードは、平面に又は直線上に配
置され、上述したように前記平面に関して傾斜して配置される。
【００１８】
　好ましい実施態様において、LEDを囲むデバイスの部分および／またはデバイスの筺体
の部分は、発光ダイオードによって発生された、及び例えば部品により反射された電磁波
がまた反射されるように、少なくとも部分的に設計される。例えば、前記デバイスの部分
は、前記電磁波を反射できる、アルミニウム等の研磨金属からなってよい。
【００１９】
　この対象の他の特徴および態様は、以下に非常に詳細に規定される。
【００２０】
図面の簡単な説明
　本発明の正確で実施可能な開示は、明細書の残りにより具体的に規定され、付属の図面
が参照される：
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１は、本発明の実施例で使用されるEMR源により発生されるEMRの波長分散であ
る。
【図２】図２は、電子アセンブリから部品を分離する前記方法に使用されるデバイスを示
す。
【図３】図３は、電子アセンブリから部品を分離する前記方法に使用されるデバイスを示
す。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
詳細な説明
　本説明は、例示的な実施態様の記載のみであり、本発明のより広い態様を限定すること
を意図しないと、当業者に理解される。
【００２３】
　一般に言えば、本開示は、EMRを用いることによって電子アセンブリから部品を分離す
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る方法に関する。EMRを発生する装置またはEMR源がここで提供される。EMRに含まれるフ
ォトンは、影響を受けた分子の結合／化学における変化を引き起こす分子内の電子励起を
開始することができる。EMRが電子アセンブリの外部の部品を通過すると、EMRは、外部の
部品と内部の部品との間を接合する接着剤によって吸収される。EMR波のエネルギーは熱
に変換され、その結果、EMRエネルギーを吸収する接着剤は素早く加熱されて溶解し又は
除去さえもされる。その後、部品は容易に分離することができる。例えば、ディスプレイ
モジュールにおいてLOCAによって結合するカバーガラスからLCDを分離するために、カバ
ーガラス側からEMRを適用し、カバーガラスを通じて伝わり、LOCAに部分的に吸収される
が、部分的に透過し、LCD上に施されたトップの偏光フィルムにあたり、また吸収される
。そのため、LCDのトップの偏光子フィルムに対する接触部分においてLOCAで最高温度に
達する。
【００２４】
　ここで使用される用語「液体光学的透明接着剤」またはLOCAは、当技術分野において確
立されており、当業者に知られている。種々の液体光学的透明接着剤が電気産業において
、特にカバーガラス、プラスチックまたは他の光学材料、例えば透明プラスチックポリメ
チル(メタ)アクリレートを主のセンサーユニットまたは互いに接合するタッチパネルまた
はディスプレイデバイスに対して、広く使用されている。液体光学的透明接着剤は、デバ
イスの光学特性を改善し、また他の特性、例えば耐久性を改善するために、一般に使用さ
れている。液体光学的透明接着剤の使用の有用ないくつかの用途としては、静電容量タッ
チパネル、3Dテレビおよびガラスリターダー（glass retarders）が挙げられる。
【００２５】
　特に、かかる接着剤は、少なくとも約85%、好ましくは少なくとも約90%の光学透過率を
示す場合、光学的透明である。光学透過率の測定は一般的であり、当業者に既知である。
例えば、液体光学的透明接着剤の光学透過率は、次の方法に従って約100μm厚のサンプル
において測定することができる：光学的透明接着剤の小液滴を、イソプロパノールを用い
て３回拭き、その２端上に付けた、２つの約100μm厚のスペーサーテープを有する75mm×
50mmの平面状マイクロスライド(Dow Corning, Midland, Ml製のガラススライド)上に配置
する。第２のガラススライドを圧力下で接着剤上に付ける。次に、接着剤をUV源下で完全
に硬化させる。Agilent製の分光計Cary 300を用いて光学透過率を波長380nm～780nmから
測定する。１つのブランクのガラススライドをバックグランドとして用いる。
【００２６】
　本発明の特定の実施態様において、外部の部品を通過し、接着剤に吸収され、熱を発生
する電磁照射は、約200nm～約900nm、好ましくは約420nm～約650nmの波長を有する。かか
る電磁照射、特にUV-放射または可視光は、本方法の工程(a)によりEMRを発生する装置ま
たはEMR源を用いてもたらされる。
【００２７】
　ここで使用されるEMR源としては、特に限定されないが、高強度連続発生システム、例
えばFusion UV Systemsから市販されるもの、メタルハライドランプ、LEDランプ、高圧水
銀ランプ、キセノンランプ、キセノン閃光ランプ等が挙げられる。本発明の特定の実施態
様において、EMRを発生する装置は好ましくは発光ダイオードの配列(LED)を含むように配
置される。
【００２８】
　本発明に係る方法を適用する場合、EMR源は、通常は1mm～5cm、好ましくは5～10mmのエ
アーギャップでもって、電子デバイスの外部の部品、例えばディスプレイ／タッチモジュ
ールのカバーガラスに近接して配置される。その後、照射はカバーガラスを通過し、液体
光学的透明接着剤に伝わる。
【００２９】
　別の特定の本発明の実施態様において、EMR源から発生されるEMRの強度は、約0.05W/cm
2～約5W/cm2、好ましくは約0.1W/cm2～約3W/cm2である。
【００３０】
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　本発明に係る方法の工程(c)において、内部の部品、例えばLCDに接着する接着剤は、EM
R源からのEMRにより加熱され、そうして接着剤は約50℃～約100℃、好ましくは約50℃～
約80℃の温度を有するように加熱される。
【００３１】
　液体光学的透明接着剤の温度を維持するために、照射の間、EMRの強度を変えてよい。
例えば、5W/cm2の強度から開始し、接着剤の温度が80℃～100℃に達した時に、EMRの強度
は0.1W/cm2に下げられる。このように、接着剤の温度を一定に維持することができる。
【００３２】
　また別の特定の本発明の実施態様において、EMR源による照射の時間は、約1秒～約180
秒、好ましくは約10秒～約60秒である。
【００３３】
　本発明の方法によれば、電子デバイスにおけるEMR源の強度およびEMR時間の段階的な組
み合わせにより、接着剤の加熱を得てもよい。例えば、25秒間、3W/cm2、次に15秒間、0.
3W/cm2でEMRを伝えることによって接着剤層の温度を75℃～80℃に一定に維持することが
できる。
【００３４】
　本発明の別の実施態様において、本方法は、工程（ｃ）と（ｄ）との間において、約10
～30秒間、好ましくは約10～20秒間、接着剤を冷却する工程（ｃ１）をさらに含む。好ま
しくは、冷却工程は、室温(20℃～25℃)の温度において空気中で電子アセンブリを配置す
ることにより行われる。
【００３５】
　本発明の工程(c)または(c1)の後、工程(d)における部品の分離を、機械的負荷なしに又
は非常に低い機械的負荷のいずれかにより行うことができる。
【００３６】
　機械的負荷なしとは、所望の部品、例えばLCDが自発的に接着剤および他の部品、例え
ばカバーガラスまたは偏光フィルムから分離されることを意味する。さらに、非常に低い
機械的負荷によりとは、従来の分離方法、例えば加熱ワイヤカッティングによる処理無し
または処理されたモジュールを分離するために必要な機械的負荷と比較して、手またはナ
イフ、ハサミ、クランプまたはくさび形ツール等の分割ツール（cleavage tool）により
所望の部品、例えばLCDを接着剤および他の部品、例えばカバーガラスから容易に分離で
きることを意味する。
【００３７】
　別の本発明の実施態様において、電子アセンブリからLCD等の部品の分離後、まだ外部
の部品と接着する残る液体光学的透明接着剤フィルムを、WO 2014029062 A1に開示される
ように外部の部品から剥がすことによりさらに洗浄してよい。
【００３８】
　驚くべきことに、発明者らは、EMRの波長、強度および時間、ならびにEMRを吸収する接
着剤の温度等の、本発明に係る方法の種々のプロセスパラメーターを適当に選択すること
により、機械的負荷が続く部品の分離に必要でない又は非常に低くなる程度まで、電子デ
バイスにおいて使用される接着剤、例えば光学的透明接着剤は溶融し、又は除去され、接
着剤および他の部品からのターゲットの内部の部品、例えばLCDの好ましい解除を達成す
ることができることを発見する。
【００３９】
　本発明に係る方法は、その温度感受性により、当技術分野において従来使用されている
加熱方法、例えば加熱ワイヤカッティング方法と比較して、本方法が非常に早く、分離さ
れた再利用される部品、例えばLCDを損傷しないという利点も有する。
【００４０】
　本発明に係る方法は、従来の方法と比較して、より安全であり、より効率的でもある。
従来の方法において、熱が直接接触する源から来る場合、それは外部の層をまず加熱しな
ければならず、そして熱は伝導によって、より深層に移される。熱伝導は温度勾配が進行
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する必要があり、安全に使用できる最大温度(熱的保護グローブなしには約42℃)があるた
め、これは、加温が必要であるより低い温度を意味する。そのため、従来技術の方法の効
率性は本発明に係る方法によりも非常に低い。
【００４１】
　本発明の方法によれば、EMRにより発生するエネルギーは、非常に厚い接触部分、例え
ばディスプレイモジュールのカバーレンズまたはエアーギャップ(または減圧)を通じてさ
えも、より容易に所望の接触部分に運ぶことができる。さらに、パラメーターの適当な組
み合わせを選択することにより、外部の部品および接着剤の全域において均一で、場合に
より選択的な温度分布を達成することができる。
【００４２】
　本発明による方法および設備は、3Dまたはコンプレックス成形ディスプレイモジュール
に対して効率的にフィットすることもできる。
【００４３】
　図２および３は、電子アセンブリから部品を分離する前記方法に使用されるデバイス１
を示す。表示の実施態様において、レンズ１０が電子アセンブリから分離されており、こ
れは示されていない。デバイス１は、筺体および多数の冷却フィン９を含む。レンズ１０
が２つの平面状接触表面８と接触するように、デバイス１はレンズ１０に取り付けられる
。さらにデバイス１は、電磁照射を発生する多数の第１の発光ダイオード２を含む。これ
らの第１の発光ダイオード２は、主発光ダイオードボード３上において平面で互いに一定
間隔で配置される。主発光ボード３は２つの接触表面８の間に配置され、ここで、接触表
面８の外部表面は、主発光ダイオードボード３に関してより高いレベルである。さらに、
第２の発光ダイオード４は、互いに一定間隔で右側発光ダイオードボード５上に配置され
、ここで、右側発光ダイオードボード５は主発光ダイオードボード３に対して傾斜して配
置される。表示の実施態様において、右側発光ダイオードボード５は、右接触表面８の側
壁上に主発光ダイオードボード３に対して傾斜して配置される。右側発光ダイオードボー
ド５に対して反対側上に、さらに第３の発光ダイオード６が左側発光ダイオードボード７
上に互いに一定間隔で配置され、ここで、左側発光ダイオードボード７は主発光ダイオー
ドボード３に対して傾斜して配置される。表示の実施態様において、左側発光ダイオード
ボード７は左接触表面８の側壁上に主発光ダイオードボード３に対して垂直に配置される
。個々の発光ダイオード２、４、６の周囲のボード部分３、５、７は、発光ダイオード２
、４、６により発生し、レンズ１０により反射される電磁波がまた反射されるように、少
なくとも部分的に設計される。さらに、筺体の部分およびまたレンズ１０に対する接触表
面８は、研磨アルミニウムからなり、レンズ１０によりまた反射される電磁波を反射する
。
【００４４】
　本発明は次の実施例を参照し、より良く理解される。
【実施例】
【００４５】
実施例
実施例１
　LCDで4.3を有し、カバーレンズおよびLCDモジュールの間に硬化リワーク性液体光学的
透明接着剤の層が積層された、ディスプレイモジュールを、この実施例においてテストし
た。積層ディスプレイモジュールのカバーレンズをジグに固定した。図１に示すように42
0nm～650nmの可視光範囲におけるLED配列を含むEMR源からのEMRを、レンズ側から3W/cm2

の強度で適用し、カバーレンズおよびEMR源のエアーギャップは5mmである。EMRはカバー
レンズを透過し、カバーレンズおよびLCDモジュールの間を接合する光学的透明接着剤に
伝えられた。光がLCDに適用されたトップの偏光フィルムに達した時に吸収が最も高くな
った。次のプログラムによりEMR源の強度を調整することにより温度を75℃～80℃に一定
に維持した：3W/cm2、25秒間、その後0.3W/cm2、15秒間。
【００４６】
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　温度が一定に維持される間、ディスプレイモジュールの１つのコーナーにおいて挿入さ
れた特定のくさび形のツールにより形成された非常に低い機械的裂け目を用いてLCDモジ
ュールを分離した。LCDモジュールはカバーレンズからうまく分離され、LCDモジュールお
よびカバーレンズの表面は両方、接着剤残存物を含む。
【００４７】
実施例２
　LCDで4.3を有し、カバーレンズおよびLCDモジュールの間に硬化リワーク性液体光学的
透明接着剤の層が積層された、ディスプレイモジュールを、この実施例においてテストし
た。積層ディスプレイモジュールのカバーレンズをジグに固定した。図１に示すように42
0nm～650nmの可視光範囲におけるLED配列を含むEMR源からのEMRを、レンズ側から3W/cm2

の強度で適用し、カバーレンズおよびEMR源のエアーギャップは5mmである。EMRはカバー
レンズを透過し、カバーレンズおよびLCDモジュールの間を接合する光学的透明接着剤に
伝えられた。光がLCDに適用されたトップの偏光フィルムに達した時に吸収が最も高くな
った。次のプログラムによりEMR源の強度を調整することにより温度を75℃～80℃に一定
に維持した：3W/cm2、25秒間、その後0.3W/cm2、15秒間。
【００４８】
　EMRを中断し、ディスプレイモジュールを20秒間、室温(20℃～25℃)、空気中に配置し
た後に、ディスプレイモジュールの１つのコーナーにおいて挿入された特定のくさび形の
ツールにより形成された非常に低い機械的裂け目を用いてLCDモジュールを分離した。
【００４９】
　20秒の冷却時間の間、外部から内部に熱拡散を行った。光学的透明接着剤層における最
高温度を、接着剤およびトップの偏光フィルムの間の接触部分において維持し、その結果
、LCDは、目視検査によるLCD表面上の接着剤残存物なく、カバーレンズからうまく分離さ
れ、接着剤はカバーレンズ上に残るのみである。
【００５０】
　実施例１および２に示されるように、本発明の方法によれば、非常に低い機械的負荷に
よるディスプレイモジュール中のカバーガラスからのLCDの分離をより容易に達成するこ
とができる。驚くべきことに、冷却工程を含む実施例２の方法において、接着剤およびLC
Dの間の好ましい解除接触が達成され、実施例２で生じたLCDの表面には接着剤は残らなか
った。
【００５１】
　本発明の精神および範囲から離れずに、この本発明および他の修正および変形は当業者
により実行され得る。また、種々の実施態様の態様は全体または部分的に置き換えてよい
と理解されるべきである。さらに当業者は、上述の記載は例示のみであり、かかる添付の
請求項に記載される発明を限定することを意図しないと理解するであろう。
【符号の説明】
【００５２】
1　デバイス
2　第１の発光ダイオード
3　主発光ダイオードボード
4　第２の発光ダイオード
5　右側発光ダイオードボード
6　第３の発光ダイオード
7　左側発光ダイオードボード
8　筺体
9　冷却フィン
10 レンズ
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